
■はじめに

　　本書は所有者・運行管理者の方より、サンリフトの保守・点検(その他必要な整備

または補修等を含む。以下同じ）について、維持及び運行の安全を確保する為に、専

門技術者の方へご指示いただきたい事項を記載した資料です。

　　本書に記載の諸作業の実施については、専門技術者（1-2　用語の定義を参照）

を対象としているので、必要な諸安全対策については実施されていることを前提とし

ています。

本書に加え、巻末に記載の参考文献の総てをお読みいただき、その内容

を包含し、かつ使用頻度、利用状況、その他を考慮しリフトを適切な状態に

維持してください。

本附属資料の内容は、関係者以外の方に開示しないでください。

一般の利用者が本附属資料より知りえた情報を元に、リフトを操作または

運転した場合、思わぬ事故が起こるおそれがあります。

●サンリフトの保守・点検を行う専門技術者の方に、必ず本附属資料を熟読いただき、

　充分理解の上で作業を実施するように依頼してください。

●この附属資料は必要なときに、すぐ読めるようにお手元に大切に保管ください。

●この本附属資料の内容について、ご不明な点、ご理解いただけない点がある場合

　は、本書最終項に記載の最寄支店、事業所にお問合せください。

●この附属資料とは別に、取扱説明書がありますので、必ずお読みください。

●本書の内容につきましては基本的な解説をしています。従って実際の製品では一

　部内容等が異なる場合がありますので、ご了承ください。

株式会社　サンリフト

技術資料

保守・点検用

小荷物専用昇降機

！
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　サンリフトの製品概略図

①巻上機

②制御盤

③塔内着床スイッチ

④出し入れ口　ロック装置

⑤操作盤、インタ－ホン

⑥出し入れ口積載（注意）銘板

⑦三方枠、敷居

⑧出し入れ口扉

⑨かご室

⑩かご扉

⑪かごゲ－トスイッチ

⑫ガイドレ－ル

⑬レ－ルブラケット

⑭つり合いおもり

⑮主索

本図はフロア－形（鉄骨構造）を示しています。
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■ 1. 警告表示及び諸注意等

1-1 警告表示の定義

取り扱いを誤った場合に生じる危険と、その程度を示した警告表示マークの定義は、以下の
とおりです。

● 危険・警告・注意の定義

取り扱いを誤った場合、死亡あるいは、重症を負う可能性が極めて
高くなります。

取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性があります。
または、機器が損傷する可能性があります。

● 本附属資料に記載の"図記号”の定義

1-2 用語の定義
この附属資料における用語の定義は次のとおりです。
① 所有者等とは昇降機の所有者または管理者をいいます。
② 運行管理者とは、直接、昇降機の運行業務を管理する者をいいます。
③ 専門技術者とは昇降機の保守・点検を専門に行う者をいうが、本書では昇降機検査資格を

有し、かつ昇降機の保守を専門に２年以上従事した者を想定しています。

1-3 専門技術者へのお願い
（所有者等への助言）
サンリフトはその使用頻度、使用状況により部品の磨耗・劣化の状況が異なります。点検の結果
を所有者等に報告いただき、サンリフトが安全な状態で使用いただけるように、適切な保守につい
てご助言ください。
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「禁止事項」（禁止行為）を表します。

実施いただきたい事柄を表します。

危険

警告 取り扱いを誤った場合、重症を負う可能性があります

注意！

！

！

！
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■ 2. 所有者・運行管理者の方へ

◎ 本書を熟読の上、3項目以降の作業を正しく実施してください。
◎ 法令で定められた定期検査については、本書5項「定期検査に関する事項」に基づき実施して

ください。
◎ 部品交換は必ず当社純正品を使用してください。また、製品の改造は行わないでください。
◎ 製品の使用を変更するには、より詳細な製品知識が必要ですので、当社に相談してください。
◎ 当社は下記のような不適切な管理と使用に起因する故障または、事故については、責任を負

いかねますので、あらかじめご承知おき願います。
・ 保守・点検、修理の不良に起因するもの。
・ 製品を改造したことに起因するもの。
・ 当社が供給していない機器、または部品類を使用させたことに起因するもの。

■ 3. 保守・点検の留意事項

◎ 保守上の注意事項を記載したラベルを貼り付けています。それらも参照して適切な保守・点検
を実施してください。尚、ラベルの記載内容を逸脱して保守・点検した場合、重大な不具合が
発生するおそれがあります。

◎ かご上搭乗、ピット進入等の作業時には、第三者や作業者本人が昇降路転落等の事故に至ら
ないように予防措置を施してください。

◎ かご上搭乗の際には次の事項を確実に実施してください。
・ 各階のコンセントを利用して点検灯を設置ください。

搭乗者は安全帯で落下防止措置を実施ください。
積載量を超えて搭乗する場合はかごの落下防止措置を実施ください。
かご上に搭乗したままで、かごの運転をしないでください。

昇降路内点検スイッチについて（オプション）
昇降路内に入る場合は、各階出し入れ口に設置している点検スイッチ
を遮断してください。
点検スイッチを遮断した時、かごが運転できないことを確認してください。
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所有者・運行管理者の方より専門技術者の方へ、以下の項目につ
いて確実にお伝えください。

危険

専門技術者の方へ保守・点検を行うにあたり、以下の事項を確実に守っ
ていただくように要請してください。

！

！

！

！
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　■　４．保守・点検用具と使い方

4-1　保守・点検用具

①　ドアロックカギ外し棒

　かごが正規到着していない階で出し入れ口を開ける時に使用します。

②　ブレーキ開放レバー

　巻上機のブレーキを開放する時に使用します。

　（6-1-4項：巻上機外形図に対象型名記載）

③　手回しハンドル

　かごを手動で昇降させる時に使用します。

4-2　使い方　（ドアロック解除棒の使用方法）

-　4　-

専門技術者

別売り

TDM型は標準
（1.5ｋｗ，2.2ｋｗ）
SK型は別売り

保守・点検するために専用工具は常時使用できるよう、適切に保管してください。

備考対象者 用具名　・　用途

！

-4-



■ 5. 定期検査に関する事項

「（国交省告示283号）昇降機の定期検査報告における検査の項目、手順、方法及び結果の判定
基準」に関し、サンリフト（小荷物専用昇降機）の製造者が指定する検査方法、判定基準は
以下のとおり実施判定下さいますようお願いします。

製造者が指定する
検査方法・判定基準

６.　保守点検事項
　　のトラクションの状況 6-1-5　巻上機綱車
　　(巻胴式のものを除く） ②項による

6.　保守点検事項
6-1-7　巻上機ブレーキ
①項による

● 上記以外の定期検査については「昇降機・遊戯施設定期検査業務
基準書2008年版」等に基づき実施してください。

● 定期検査実施時は、検査対象の機器をよく確認の上実施してください。
当社は検査者が検査基準を取り違えて検査したことに起因する事故や
不具合などについては一切、責任を負いません。

● 本書の記載内容は予告なく変更される場合がありますので、検査前に
必ず弊社のホ-ムペ-ジ（http://www.sunlift.co.jp/）を確認してください。

● 昇降機の定期検査は、昇降機検査資格者にご依頼ください。

-　5　-

巻上機ブレーキ パッドの残存厚みの状況

検査事項

溝の摩耗または綱車と主索
巻上機綱車

及び　巻胴

検査項目

！
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■ 6. 保守・点検事項

本章は昇降機の正常な運行を維持するための基本的な事項を記載しています。
下記の内容を参考に保守・点検を行い、サンリフトを常に適切な状態に維持してください。
点検項目は1年未満を目安に専門技術者の点検を必要とする当社製品の安全上の機能確認項目を
主体に記載しています。（点検インターバルはサンリフトの使用状況、使用期間、起動頻度を考慮して
適宜見直しください。）

6-1機械室

① 機械室への通行及び点検口の開閉に支障がないこと。
機械室への経路 ② 点検口の施錠は良好なこと。
及び　点検口 ③ 点検用コンセントが、支障がない場所に設置されていること。

6-1-2 ① 温・湿度の良否及び漏水の有無を点検し、サンリフトの機能上または保全
室内環境 の実施上支障のないこと。（温度は5℃以上40℃以下、湿度は月平均

90％以下、日平均95％以下が望ましい）
② 照度が確保できていること。
③ 昇降機設備以外（法令で認められたものを除く）が設置されていないこと。

6-1-3 ①
受電盤・制御盤 ② 端子の緩み、電源遮断器、ヒューズの異常がないこと。

<図1.制御盤内機器名称>
※図は代表例であり、現場と異なる場合があります。

建屋電気室のサンリフト動力電源の設置場所と遮断器名
称を事前に確認ください。

電源遮断時の注意点

作業開始前には、テスターで該当部分の電源が遮断され
ていることを事前に確認ください。

-　6　-

6-1-1

主開閉器等の制御機器の作動及び取り付け状態の変化や異常がないこと。

！

！
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6-1-3 ③　絶縁抵抗値は以下のとおりであること。

受電盤・制御盤 　（1）電動機主回路絶縁抵抗測定方法

　　（a）使用計測器　DC500V系　絶縁抵抗計

　　（b）測定要領

　1）制御盤内受電用モータブレーカがOFFであることを確認する。

　2）メイン基板に挿入されている全てのコネクタを外す。
（CN1，CN2，CN3，CN4，CN6，CN9）

　3）直流電源に挿入されている2ヶ所のコネクタを外す。

　4）ガラス管ヒューズを外す。（2ヶ所）

　5）インバータのカバーを外し端子
R，S，Ｔ，DB，P1，P（＋），Ｎ（－），U，Ｖ，Ｗ　を短絡する。

　6）DC500Ｖ系絶縁抵抗計にて、下記箇所の絶縁抵抗値を測定する。
・制御盤内アース端子とモータブレーカの2次側端子

　7）絶縁抵抗は5MΩ以上あることを確認する。

　8）全ての配線を元通りにする。

　　

　　

④　接触器、継電器及び運転制御盤用プリント基板について

　接触器及び継電器において異常音、異臭、変色、損傷がある場合、運転制御用

　プリント基板において異臭、変色、損傷がある場合は取替えのこと。

　電動機主回路用接触器の主接点については、変形がある場合は重点的な点検

　を行い、異常な磨耗がある場合は取替えのこと。

● 平成20年国土交通省告示第283号の一部改正（国住指第2607号）に基づき、平成29年

   　4月1日以降、以下の検査結果項目記入が必須となりました。

　      ※昇降機検査員並びに関係者の方は対応をお願い致します。

（4） 制御盤欄の開閉器の主接点/ﾌﾞﾚｰｷ用接触器の接点欄

・ﾌｪｰﾙｾｰﾌ設計　→  ( 該当しない ）

・交換基準　（ｲ）製造者が指定する交換基準　→  （ 10年 ）
【2017/3/9追記】

-　7　-

絶縁抵抗値5MΩ以上
要是正
基　準

　　　注意

　　インバータのカバーを外した場合は、電源を遮断した後でも、
　　しばらくの間、平滑コンデンサが高熱状態にあるので、
　　POWERランプが消灯後、確実に10分以上経過してから
　　作業を実施のこと。

　　上記測定箇所以外では、DC500Ｖ系絶縁抵抗計による絶縁
　　抵抗測定を行うと、プリント基板を破壊するおそれがあり運転
　　に支障をきたしますので、絶対に行わないこと。

　　　注意

！

！

！

！
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6-1-4 巻上機　各部の名称

巻上機減速歯車 図1、巻上機（ウォーム歯車方式）銘板の型名

　SK-50-2S，SK-100-2A，ＳＫ2/300-2/3A　が該当します。

図2、巻上機（ウォーム歯車方式）銘板の型名

　TDM5-5，TDM08-2，TDM15-3/5，TDM22-3/5　が該当します。

ウォ－ム歯車方式共通事項

①　潤滑油に不足（油面計の下限ライン未満量）、劣化がないこと。

②　油量は、油面計の上・下限ラインの間にあること。

-　8　-
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6-1-4 ④　巻上機減速歯車の内部は確認できない構造のため、異常音、異常振動

巻上機減速歯車 　 を確認のこと。

※　要重点点検または要是正の基準を確認した場合は、綱車外周でバック

ラッシュを測定し、下表の基準値を超えている場合は詳細点検のこと。

6-1-5

巻上機綱車

①　欠損・亀裂等がないこと。

②　本項の要是正基準は法定定期検査事項です。綱車溝磨耗、綱車と主策

のトラクション状況を検査すること。

③　主策と外れ止めの隙間が主策径の1/2を超えてないこと。

重要点点検・要是正判定基準

綱車の溝の検査方法・判断基準は下表の通りです。

それぞれの検査方法①～③のすべてを実施し、ひとつでも該当する場合は

重点点検・要是正を実施のこと。

※各基準値は低い方の寸法を測定の上判定のこと。

-　9　-

TDM5-5
TDM08-02

A－2.5 A－3.5

重要点検
基　準

要是正
基　準

異常音または異常な振動がある場合

運行に与える歯の欠損がある場合

対象巻上機は、6-1-4項に記載の巻上機型名である。
巻上機の型名は、巻上機銘板で必ず確認すること。

SK300-2/3A A＋1.5 A－0.5

TDM15-3/5
TDM22-3/5

A－3 A－4

TDM15/22-3/5
SK50，100，200，300-2/3A

0.24mm以下

巻上機型名

SK50-2S

重要点点検基準 要是正基準

A－1

SK100-2A
SK200-2/3A

A－0.5 A－1.5

巻上機型名

TDM5-5，08-2

バックラッシュ基準値

0.36mm以下

A－2

！
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6-1-6 ①　回転時に電動機、減速機、軸受等の異常音及び異常振動がないこと。
巻上機軸受
電動機 ② 軸受部から油漏れがないこと。

6-1-7
巻上機ブレーキ

①　本項は法定定期検査事項です。ブレーキパッドの残存厚みの状況に

関し、以下の検査を実施のこと。

検査方法

巻上機のブレーキ構造図（ディスク式：図1，ドラム式：図2）のブレーキ

パッド残存厚み〔ｂ〕寸法を、以下の基準より判定する。

検査基準

（図1：ディスクブレーキ方式） （図2：ドラムブレーキ方式）

②　ブレーキコイルに異常発熱がないこと。

③　ブレーキパッド付近に異物、油の付着がないこと。

④　可動部分の作動状態に異常がないこと。

⑤　ドラムブレーキにあっては、ブレーキトルク調整バネの目盛板が上・下限

　　目盛の中に入っていること。

⑥　ブレーキ動作時に異常音もしくは異常な振動がないこと、または動作が

円滑であること。

-　10　-

重要点検
基　準

要是正
基　準

巻上機の型名は、巻上機銘板で必ず確認すること。

巻上機型名
TDM5-5
TDM08-2

TDM15-3/5
TDM22-3/5

SK50-2S
SK100-2A

SK2/300-2/3A

b＜2.0mm

b≦1.0mm

図　1 図　2

b≦7.5mm

b≦7.0mm

b＜4.5mm

b≦4.0mm

b＜5.3mm

b≦4.5mm

！
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6-1-7
巻上機ブレーキ ⑦　ブレーキ制動時のプランジャーストローク（ブレーキギャップ）が以下の

基準値内にあること。

ディスクブレーキ方式 （TDM型） ドラムブレーキ方式 （SK型）

⑧　動的ブレーキトルク確認

かご無負荷上昇運転で、定格速度走行中にかごを急停止させた場合の

かご停止距離（ブレーキスリップ量）が、以下の基準以下であること。

※　2：1 ローピングは網車で判定する場合は300mm以下となる。

6-1-8
そらせ車 ①　亀裂等の異常がないこと。

②　ロープ溝の磨耗がないこと。

③　回転時に軸受等の異常音、異常振動がないこと。
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1　：　1 300mm以下

0.2～0.5mm

0.7～1.5mm（プランジャ－調整ボルトを
1/3回転締込）

TDM15/22-3/5

SK50-2S/100，200，300-2（3）A

巻上機型名 バックラッシュ基準値

TDM5-5，08-2 0.3～0.6mm

150mm以下

かご昇降速度 ローピング かご停止距離基準

45m/min

200mm以下

　　　　　　かご昇降速度を測定して判定すること。

23m/min

30m/min

2　：　1

1　：　1

！
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6-2　カゴ室

6-2-1 ①　変形、磨耗、錆、腐食等により使用に支障をきたしてないこと。
周壁，天井及び床

②　周壁、天井及び床の使用材料が、難燃材以外のものを使用してないこと。

6-2-2 ①　カゴ積載量及び注意銘板 （人は乗れません） の表示が明瞭であること。
注意銘板の表示

6-2-3 ①　汚れ等ないこと。
かご上外観

6-2-4 ①　ドアスイッチは、戸をがたつかせても誤作動しないこと。
かごの戸スイッチ

②　電動開閉の時は、開閉がスムーズであり異常音がないこと。

6-2-5 ①　戸吊りロープ（端末部分含む）の取り付け及びドアプーリーと外れ止めの隙間
かごの戸 （1.5mm±0.5）は、下図のとおり良好であること。
吊りロープ

②　戸吊りロープの素線切れ、錆がないこと。
素線切れ、錆がある場合は、戸吊りロープを取替えること。

6-2-6 ①　変形、磨耗、発錆、腐食等の異常がないこと。
かごの戸

②　取り付け状態、戸の隙間に変化や異常がないこと。

③　ドアシューの取り付け状態に緩み等ないこと。

④　戸の開閉中に異音、開閉が重い、振動等の異常がないこと。

⑤　電動開閉の時は全閉、全開時に衝撃がないこと。

6-2-7 ①　しゅう動部の磨耗等によりカゴの移動動作に支障がないこと。
かごガイドシュー

6-2-8 ①　亀裂等の異常がないこと。
かごつり車
（２：１ロ－ピングのみ） ②　ロープ溝の磨耗がないこと。

③回転時に軸受等の異常音、異常振動がないこと。

④　主策と外れ止めの隙間が主策径の1/2を超えてないこと。

-　12　-
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6-3　各階出し入れ口

6-3-1 ①　かご積載量、注意銘板 (人は乗れません） の表示が明瞭であること。
注意銘板の表示

6-3-2 ①　変形、磨耗、錆、腐食等の異常がないこと。
戸、出し入れ口枠

②　取り付け状態、戸の隙間に変化や異常がないこと。

③　ドアシューの取り付け状態に緩み等ないこと。

④　使用材料が難燃材以外のものを使用してないこと。
（建設省告示 1416号 は除く。）

⑤　戸と出し入れ口枠の隙間の状況が、以下の場合は要是正とする。
（エレベータ協会標準 JEAS-207 に詳細記述）

④　戸の開閉中に異音、開閉が重い、振動等の異常がないこと。

⑤　電動開閉の時は全閉、全開時に衝撃がないこと。

6-3-3 ①　作動、表示及び取り付け状態の変化や異常がないこと。
操作盤・
インターホン ②　停止ボタンでかごの走行停止ができること。

6-3-4 ①　戸吊りロープ（端末部分含む）の取り付け及びドアプーリーと外れ止めの隙間
ドア吊りロープ （1.5mm±0.5）は、下図のとおり良好であること。

②　戸吊りロープの素線切れ、錆がないこと。
素線切れ、錆がある場合は、戸吊りロープを取替えること。

-　13　-

要是正
基　準

戸の方式 Ａ寸法 Ｂ寸法

1枚戸上開き

2枚戸上下開き

4mm超

4mm超

6mm超

6mm超

-13-



6-3-5
ドアスイッチ
及びロック

図面の雲印部ならびに項目①～⑦を確認して下さい。

①　作動状態及び取り付け状態の変化や異常がないこと。

②　ドアスイッチがOFFになると使用中灯（運転中灯）消灯すること。

③　ドアスイッチは2段目でロックの時にＯＦＦとならないこと。

④　ドアロックの掛り代は7mm/開放時の隙間3mmを確認のこと。

⑤　ドアスイッチはロックがカムが施錠状態に入った後ONすること。

⑥　ドア側マグネットとドアスイッチが接触していないこと。

⑦　以下のいずれかに該当する場合は要是正とする。

6-3-6 ①　戸開放状態で、3分以内にアナウンス（ドア－を閉めてください）または、
戸開放防止 ブザ－が鳴動すること。
警報装置

-　14　-

　　　1）　全閉状態から12mm超の隙間に戸が開いた状態で
　　　　　　カゴが走行する場合。
　　　2）　フロアタイプにおいて、かごがその階に停止していない
　　　　　　状態で、手で戸が開く場合。

要是正
基　準
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6-4　昇降路

6-4-1

主策

①以下のいずれかに該当する場合は、主策を取替えること。

主策の径の状況

素線切れの状況（表内の素線本数を超えている場合が各規準の適用となります）

-　15　-

2本 2本

1本 1本

24本 32本

4本 4本

12本 16本
要是正
基準

 素線切れが平均的
 に分布する場合

1よりピッチ内の
素線切れ総数

1構成より1ピッチ
内の素線切れ総数

  素線切れが特定
  の部分に集中し
  ている場合

1よりピッチ内の
素線切れ総数

1構成より1ピッチ
内の素線切れ数

 錆が著しい場合
 またはきれた素線
 の劣化が進んでい
 る場合

1構成より1ピッチ
内の素線切れ総数

7本 7本

要重点点検
基準 1構成より1ピッチ

内の素線切れ総数

1構成より1ピッチ
内においての素線

切れ数

 素線切れが平均的
 に分布する場合

24本

  素線切れが特定
  の部分に集中し
  ている場合

 錆が著しい場合
 または切れた素線
 の劣化が進んでい
 る場合

9本 9本

3本

9本

1よりピッチ内の
素線切れ総数

1構成より1ピッチ
内の素線切れ総数

1よりピッチ内の
素線切れ総数

18本

3本

12本

　　主策については、6φロープが6より鋼策（6×S19）、8φ及び10φ
　　ロープが8より鋼策（8×S19）であるが、現品を確認して点検のこと。

磨耗した部分の直径が磨耗していない
部分比較して92％未満であること。

重要点検
基　準

6より　（6×S19） 8より　（8×S19）

磨耗した部分の直径が磨耗していない
部分比較して90％未満であること。

要是正
基　準

6より 8より摩損の状況 素線切れ箇所
（8×S19）（6×S19）

！
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6-4-2 ①　取付状況の変化やワイヤークリップ、ダブルナット、割りピンの劣化等異常

主策の端部と がないこと。
止め金具

　　　

6-4-3 ①　すべての主策がほぼ均等な張力であること。

主策の張り

6-4-4 ①　作動位置及び設置状態に異常などがないこと。

昇降スイッチ

（上限リミットスイッチ） ②　かご取付のしゃへい板とスイッチのかみ合い

間隙は右図のとおりであること。

③　最上階行過ぎ制限スイッチ（UPLS)作動点までの

距離〔OT〕、つり合いおもりピットランバイ

〔WBC〕の関係が以下の場合要是正とする。

6-4-5 ①　清掃状態、温度、湿度、その他ピット内環境の異常がないこと。

ピット床

②　ピット底面に亀裂や損傷、漏水等の異常がないこと。

③　かご・オモリ・衝突受が設置されており、その機能は良好に、また著しい

　 錆、腐食などの欠陥がなく維持されていること。

-　16　-

要是正
基　準

〔OT〕　≧　〔WBC〕

　　ワイヤークリップを使用している場合、適正トルク値で増し締めのこと。
　　　　　　　6φ（6×S19）　…　4Ｎ・m　（40kg・cm）
       　　 　8φ（8×S19）　…　8Ｎ・m　（80kg・cm）
     　　　 10φ（8×S19）　… 16Ｎ・m　（160kg・cm）

　　　　　新設稼動時及びロープ交換後はロープ伸びが発生するため、
　　　　　張力及び釣合おもり底部隙間はロープ伸びが収まるまでは、
　　　　　特に注意して点検のこと。

！

！
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6-4-6 ① 作動位置及び取り付け状態の変化や

昇降スイッチ 異常がないこと。
（上限リミットスイッチ）

② かご取付のしゃへい板とレ-ル側スイッチ
とのかみ合いは右図のとおりであること。

③ 以下の場合、要是正とする。

6-4-7 ① レールブラケット固定ボルト、レールクリップに緩みがないこと。

ガイドレール及び

ブラケット ② 著しい錆、変形、腐食などがないこと。

6-4-8 ① つり合いおもりのランバイ〔WBC〕が6-4-4-③項の要是正基準にないこと。

つり合いおもり

② ガイドシューしゅう動部の磨耗等により、かご運転に支障をきたしていないこと。

6-4-9 ① 亀裂等の異常がないこと。

つり合いおもり

つり車 ② ロープ溝の磨耗がないこと。

③ 回転時に軸受等の異常音、異常振動がないこと。

④ 主索と外れ止めの隙間が主索径の1/2を超えてないこと。

6-4-10 ① ケーブル、取付部に損傷がないこと。
カゴ移動ケーブル
及び取付部

6-4-11 ① 昇降路外の人または物が、かごまたはつり合いおもりに触れる恐れがないこと。

昇降路の壁

または囲い

6-4-12 ① キャッチブロック及びキャッチローラーがガイドレールに接触していないこと。

かご、つり合いおもり

非常止め装置 ② （押し戻し用）スプリングが脱落していないこと。

（オプション）

6-4-13 ① 着床及び戸開状態で、積み過ぎ検出スイッチを強制作動させて、検出

積み過ぎ警報装置

（オプション）

ブザーが鳴動しない場合。

なおかつその状態でかごが移動可能な場合は要是正とする。

- 17　-

要是正
基　準

　かごが最下階を過ぎて、最下階
　行過ぎ制限スイッチ（DNLS）が作動
　する前に､かごが衝突する場合。
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　■　７．特に注意いただきたいこと

1．エラー表示について

→ 各階出し入れ口に設置してある操作盤の使用中灯（運転灯）が点滅している場合で、停止釦を押しても

復旧しない時は、別の故障が考えられます。

→ 制御盤内下部のメイン基板に付属しているインジケーター（４つのLED）を確認してください。

★メイン基板の型式SE-3，SE-6を確認の上、本表を適用してください。

★上段はＳＥ－６、下段はＳＥ－３の内容を示しています

ＳＥ－6の異常表示一覧表 は点灯を表す は消灯を表す

異常内容 モニター①モニター② モニター③ モニター④異常詳細

1 　下降限遮蔽 下降限が遮蔽された状態

2 　上昇限遮蔽 上昇限が遮蔽された状態

3 　下降着床異常 何れかの下降用フロアーSWに異常が発生

4 　上昇着床異常 何れかの上昇用フロアーSWに異常が発生

5 　下降減速指令異常 何れかの下降減速用SWに異常が発生

6 　上昇減速指令異常 何れかの上昇減速用SWに異常が発生

7 　インバータ異常 インバータに異常が発生

8 　移動中ドア開放 運転中（昇降中）扉が開いた

9 　自動運転OFF異常 通常運転時（昇降中）手動運転側に切替わった

10 下降限、上昇限 共に異常 下降限/上昇限共に遮蔽された状態

11 　多重着床限異常 不着床階の位置表示灯が点灯する階のフロアーSW異常

12 　空転時間オーバー 階間の移動時間が30秒を超えた状態

13 　送り釦異常 何れかの送り釦がロック（ON継続）された状態

14 　設定階数異常 最高停止階数（4停止）を超えた設定状態

15 　ブレーキ信号異常 CPU基板に異常が発生

ＳＥ－３の異常表示一覧表 は点灯を表す は消灯を表す

異常内容 モニター④モニター③ モニター② モニター①

1 　下降限遮蔽

2 　上昇限遮蔽

3 　下降着床異常

4 　上昇着床異常

5 　下降減速指令異常

6 　上昇減速指令異常

7 　インバータ異常

8 　移動中ドア開放

9

10 下降限、上昇限 共に遮蔽

11 　多重着床限異常

12 　空転時間オーバー

13

14 　設定階数異常

15 　ブレーキ信号異常
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　■　７．特に注意いただきたいこと

1．エラー表示について

→ 各階出し入れ口に設置してある操作盤の使用中灯（運転灯）が点滅している場合で、停止釦を押しても

復旧しない時は、別の故障が考えられます。

→ 制御盤内下部のメイン基板に付属しているインジケーター（４つのLED）を確認してください。

★メイン基板の型式がSE-12であることを確認の上、本表を適用してください。
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3．主策（主ロープ）交換について

サンリフトのロープは下記仕様の製品を適用しています。

ロープの種類

　■　８．油類一覧

サンリフトの各部分には下記油類を使用しています。

機器の給油状態を確認して、適宜給油してください。

-　19　-

♯320

径 構　　造

6 φ

8 φ

　　主ロープを交換する場合は、弊社指定品を適用してください。
　　また、端部専用カシメ品を使用している場合は、一体構造となります。

10 φ

6×S（19）　E種　プリテンション仕様

8×S（19）　E種　プリテンション仕様

8×S（19）　E種　プリテンション仕様

使用部品

巻上機ギアオイル

カゴ出し入れ口ドア装置

ガイドレールグリース

商品名

シェルスタミナEP1

シェルオマラ

呼び番号

！
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■ 9. 定期交換部品

交換部品について、下表に示します。各項目は、サンリフトを維持・管理するにあたって部品交換
が発生すると予測される機器です。記載項目以外にも、使用状況や環境により交換が発生する場
合があります。下表に示す交換の目安は、一般的な小荷物専用昇降機の使用状況において交換
基準に達するであろうと予測される時期で、個々の機器の寿命を保証するものではありません。
使用状況・環境に応じた交換を実施してください。

また項目以外にも、偶発的故障や取扱い不良による交換が発生する場合があります。
◎の項目については、経時的に劣化する部品です。記載周期で定期的に交換願います。
サンリフトの主要機器等、昇降機部品の供給期間の目安はお引渡し後17年ですが、部品によっ
ては長期間供給できないもの、代替品で対応するもの、初期納入品と意匠が異なる場合があり
ますので、ご了承願います。

◎インバータ コンデンサ、冷却ファンの経年劣化 8～10年
プリント基板 8～10年
継電器・接触器 正常に動作しない 8～10年

要重点点検基準値である 10～15年
綱車 要重点点検基準値である 10～15年
ブレーキコイル 正常に動作しない 10～15年
ギアオイル ギアオイル酸化、変色 1年
軸受け 異常振動・異常音発生
オイルシール 油漏れ発生
巻上ロープ 要重点点検基準値である。 5～10年
カゴドアシュー ドアのがたつき異常 5～10年
カゴドア吊りロープ 素線切れ 5～10年
カゴドアプーリー 回転異常 5～10年

回転異常 5～10年
カゴ室ガイドシュー カゴのがたつき異常 5～10年
ゲートスイッチ 正常に動作しない、損傷・腐食がある 5～10年
昇降スイッチ最上階 正常に動作しない、損傷・腐食がある 5～10年
昇降スイッチ中間階 正常に動作しない、損傷・腐食がある 5～10年
昇降スイッチ最下階 正常に動作しない、損傷・腐食がある 5～10年
ドアスイッチ 正常に動作しない、損傷・腐食がある 5～10年
同時開閉用ドアスイッチ 正常に動作しない、損傷・腐食がある 5～10年
ドアロック 正常に動作しない、損傷・腐食がある 5～10年
ドア吊りロープ 素線切れがある 3～5年
ドアプーリー 回転が異常 5～10年
ドアシュー ドアがたつき異常 3～5年
難燃性ゴム 変形・損傷・亀裂がある 10～15年
オモリガイドシュー オモリがたつき異常 10～15年

-　20　-

機器名 交換項目 交換の基準 交換目安

ブレーキパッド(ドラムブレーキ式）

正常に動作しない、埃の付着がひどい

反転装置（カゴドアモータ組付）

つり合おもり

出し入れ口

制御盤

巻上機

主索

かご室

昇降ｽｲｯﾁ
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